
国立大学法人福井大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１９年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

　　役員に支給される給与のうち，期末特別手当（ボーナス）については，役員の本給等に，
　国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し，学長がその職務実績に応じ，
　その額の１００分の１０の範囲内でこれを増額し，又は減額することができる。

　　改定なし

　　これまで事務局長兼務役員の本給は一般職本給表（一）を適用していた
　が，総務・企画担当理事及び財務・施設担当理事の職務を経営・大学改革
　担当理事（事務局長兼務）が一体的に担当することとなり，これに伴い同理
　事の本給を役員本給表適用とした。
　　この改定は，平成１９年４月１日からの適用とした。

　　改定なし

　　該当者なし

　　改定なし
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２　役員の報酬等の支給状況

平成１９年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円

24 （通勤手当）
11,928 4,829 11 （寒冷地手当） 4月1日

千円 千円 千円

10,116 4,095 11 （寒冷地手当） 4月1日
千円 千円 千円

11 （寒冷地手当）

10,116 4,095 348 （単身赴任手当） 4月1日
千円 千円 千円

9,408 3,808 43 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円

888 10 （通勤手当） 4月1日 3月31日
千円 千円 千円

888 4月1日 3月31日
千円 千円 千円

888 4月1日 3月31日
千円 千円 千円

888 5 （通勤手当） 4月1日 3月31日
千円 千円 千円

888 5 （通勤手当） 4月1日 3月31日

３　役員の退職手当の支給状況（平成１９年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 退職年月日 業績勘案率 前職

年 月

年 月

年 月

前職

※

該当者なし

該当者なし

千円

888

千円

16,792

千円

13,259
千円

898

千円

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

F理事
（非常勤）

E理事
（非常勤）

D理事
（非常勤）

14,222

千円

B理事
千円

14,570

C理事

893

千円

888

千円

B監事
（非常勤）

893

千円

摘　　要支給額（総額） 法人での在職期間

監事

法人の長

理事

千円

該当者なし

注：「前職」欄の「※」は，独立行政法人等の退職者（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
　　法律（平成１３年法律第１４０号）の対象法人を退職した者）であることを示す。

A監事
（非常勤）

千円
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成１９年度における給与制度の主な改正点

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

昇給（特別昇給）

制度の内容

　職員数の適正化を図りつつ，国及び他の国立大学法人の給与水準との均衡を図り，適正な
人件費の管理に努めている。

　一般職の職員の給与に関する法律を受ける国家公務員の給与水準を考慮し，決定してい
る。

　職務評価等の結果を踏まえ，昇格，昇給の実施及び勤勉手当の成績率の決定を行ってい
る。

昇　　　格

勤務成績が良好で，かつ，昇格基準に達してる場合，その者の資格に応
じて，１級上位の級に昇格させることができる。ただし，上位の級に決定さ
れる資格を有するに至った場合は，その資格に応じた級に昇格させること
ができる。

１月１日に，前１年間における職員の勤務成績に応じて，４号給を標準とし
て上位の号給に昇給させることができる。

①初任給を中心に若年層に限定した本給月額の引上げ（中高年齢層は据置き）
　指定職本給表を除く各本給表について，次のとおり初任給を中心に若年層に限定して引き
上げた。
　ア．一般職本給表（一）
　　　　改定率　　１級１．１％，２級０．６％，３級０．０％，４級以上は改定なし
　イ．教育職本給表（一）
　　　　改定率　　１級０．１％，２級０．１％，３級０．０％，４級以上は改定なし
　ウ．教育職本給表（二）
　　　　改定率　　２級０．１％，３級以上は改定なし
　エ．教育職本給表（三）
　　　　改定率　　２級０．１％，３級０．０％，４級以上は改定なし
　オ．その他の本給表
　　　　一般職本給表（一）との均衡を基本に改定
②子等に係る扶養手当の引上げ
　配偶者以外の扶養親族に係る月額を，一人につき６，０００円から６，５００円に引き上げた。
③勤勉手当（ボーナス）の支給割合の引上げ
　１２月期の支給割合を１００分の７２．５から１００分の７７．５に引き上げた。

賞与：勤勉手当
（査定分）

基準日（６月１日及び１２月１日）以前６箇月以内の期間における職員の勤
務成績に応じて，支給割合（成績率）に基づき支給される。

注：上記の改定は，①及び②については平成１９年４月１日から，③については平成１９年１２月
　　１日からの適用とした。
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２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

1,156 43.9 6,786 4,887 52 1,899
人 歳 千円 千円 千円 千円

267 45.7 6,012 4,347 74 1,665
人 歳 千円 千円 千円 千円

483 48.0 8,593 6,153 40 2,440
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

271 35.2 4,755 3,452 50 1,303
人 歳 千円 千円 千円 千円

31 48.5 5,292 3,847 64 1,445
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 47.0 7,694 5,603 63 2,091
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 41.8 6,787 4,954 41 1,833
人 歳 千円 千円 千円 千円

60 39.1 5,375 3,900 61 1,475
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

＜常勤職員について＞

注：１．常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

 　　２．「技能・労務職種」とは，自動車運転手，調理師，検査助手，看護助手等の業務を行う職種

　　　を示す。

 　　３．「教育職種（附属高校教員）」には，附属特別支援学校教員を含む。

 　　４．「教育職種（附属義務教育学校教員）」には，附属幼稚園教員を含む。

 　　５．「指定職種」とは，特に指定された高度な業務を行う職種を示す。

 　　６．「その他医療職種（看護師）」については，該当者が２人のため，当該個人に関する情報が

 　　　特定されるおそれのあることから，人員以外は記載していない。

＜在外職員・任期付職員・再任用職員について＞

　在外職員，任期付職員及び再任用職員の各区分については，該当者がいないため記載を省

略した。

指定職種

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

区分 うち所定内人員

その他医療職種
（看護師）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種

教育職種
（附属高校教員）

事務・技術

常勤職員

うち賞与平均年齢

平成１９年度の年間給与額（平均）

総額
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人 歳 千円 千円 千円 千円

32 37.5 3,757 2,786 66 971
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 53.1 3,693 2,752 98 941
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 42.8 4,663 3,395 51 1,268
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 27.6 3,250 2,393 66 857
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注：「教育職種（大学教員）」，「医療職種（病院医師）」及び「その他医療職種（看護師）」につい
　　ては，該当者が２人以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
　　人数以外は記載していない。

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

その他医療職種
（看護師）
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下，⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 3 57.2 － 10,199 －

課長 18 54.2 7,778 8,211 8,621

課長補佐 18 54.6 6,979 7,088 7,206

係長 127 48.6 5,878 6,275 6,627

主任 68 42.0 5,135 5,274 5,550

係員 33 31.3 3,261 3,749 3,974

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。以下，⑤まで同じ。〕

平均平均年齢人員

注：１．部長の該当者は３人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれ
　　　のあることから，年間給与額の第１・第３分位については表示していない。
　　２．「課長」には，課長相当職である「室長」を，「課長補佐」には，課長補佐
　　　相当職である「室長補佐」をそれぞれ含む。

分布状況を示すグループ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 181 56.1 9,811 10,460 10,986

准教授 130 45.2 7,860 8,299 8,989

講師 53 43.7 6,944 7,481 8,030

助教 109 40.1 6,119 6,459 6,921

助手 10 46.9 5,323 5,841 6,622

人員 平均年齢 平均分布状況を示すグループ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

(参考)平成15年度の国の教育
職(一)の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））
人千円
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（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1 － －

副看護部長 3 53.5 － 7,435 －

看護師長 23 50.4 6,716 6,881 7,076

副看護師長 50 45.2 5,857 6,027 6,401

看護師 194 30.5 3,498 4,041 4,260

注：年齢５６～５９歳の該当者は２人であるため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることか
ら，年間給与については表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注１：看護部長の該当者は１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそ
　　　れのあることから，年間給与の平均額は表示していない。
注２：副看護部長の該当者は３人のため，当該個人に関する情報が特定されるお
　　　それのあることから，年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人千円
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級

標準的 課長 課長補佐

な職位 事務局長 事務局長 部長 部長 課長 課長補佐 係長
人 人 人 人 人 人 人 人

267 該当者なし 該当者なし 該当者なし 3 7 14 47

（割合） （　 　　%） （　 　　%） （　 　　%） （1.1%） （2.6%） （5.2%） （17.6%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 59 59 59
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

53 51 40 48
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,355 7,272 6,471 5,433
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

7,150 5,738 4,934 4,414
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,300 9,883 8,621 7,662
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

10,098 8,077 6,979 6,293

区分 ３級 ２級 １級

標準的 係長 主任

な職位 主任 係員 係員
人 人 人

158 28 10

（割合） （59.2%） （10.5%） （3.7%）
歳 歳 歳

57 44 30
～ ～ ～

35 27 25
千円 千円 千円

4,939 3,587 2,562
～ ～ ～

3,276 2,365 2,164
千円 千円 千円

6,897 4,948 3,466
～ ～ ～

4,509 3,256 2,980

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

 職級別在職状況等（平成２０年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員
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（教育職員（大学教員））

区分 計 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 助教 助手

な職位 教授 教授 准教授 講師 助手 教務職員
人 人 人 人 人 人 人

483 該当者なし 181 128 55 112 7

（割合） （　 　　%） （37.5%） （26.5%） （11.4%） （23.2%） （1.4%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳

64 63 62 64 53
～ ～ ～ ～ ～ ～

41 34 29 28 31
千円 千円 千円 千円 千円 千円

9,701 7,159 6,400 5,615 4,627
～ ～ ～ ～ ～ ～

5,243 4,231 3,953 2,950 3,082
千円 千円 千円 千円 千円 千円

13,761 9,958 8,700 7,668 6,352
～ ～ ～ ～ ～ ～

7,534 5,924 5,486 4,060 4,246

（医療職員（病院看護師））

区分 計 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 看護部長 副看護部長

な職位 看護部長 看護部長 副看護部長 看護師長 副看護師長 看護師 准看護師
人 人 人 人 人 人 人 人

271 該当者なし 1 3 23 50 194 該当者なし

（割合） （　 　　%） （0.4%） （1.1%） （8.5%） （18.5%） （71.6%） （　 　　%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

55 56 56 52
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

51 44 32 23
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

5,291 5,321 4,929 4,547
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

5,098 4,358 3,442 2,365
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,497 7,335 6,854 6,336
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

7,345 6,178 4,697 3,236

年間給与
額(最高～

最低)

注：６級における該当者が１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，
　「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載してしない。

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

人員

人員

年齢（最高
～最低）

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

63.5 65.6 64.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.5 34.4 35.4

％ ％ ％

         最高～最低 46.9～31.8 43.9～28.7 45.3～30.3
％ ％ ％

65.6 67.9 66.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.4 32.1 33.2

％ ％ ％

         最高～最低 40.7～31.0 37.5～29.0 37.6～29.9

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

65.5 67.3 66.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.5 32.7 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 36.7～32.2 34.7～30.3 35.6～31.2
％ ％ ％

65.7 67.9 66..9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.3 32.1 33.1

％ ％ ％

         最高～最低 36.7～31.1 35.0～29.2 35.6～30.1

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 ～ ～ ～
％ ％ ％

64.9 67.3 66.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.1 32.7 33.8

％ ％ ％

         最高～最低 40.7～31.9 38.3～29.0 37.6～31.2

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

管理
職員

賞与（平成１９年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／
医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため，当該個人に関する情報が特定される
　おそれのあることから記載していない。

区分

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一般
職員
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⑤

（事務・技術職員）

（教育職員（大学教員））

（医療職員（病院看護師））

　　対他の国立大学法人等 96.9

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い，当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学
　法人等」においては，すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き
　換えた場合の給与水準を１００として，法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい，
　人事院において算出

　　対他の国立大学法人等 94.4

　　対国家公務員（医療職（三）） 93.1

　　対国家公務員（行政職（一）） 81.9

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術
職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

　　対他の国立大学法人等 96.2
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

対国家公務員　　８１．９

８６．５

８２．１

８６．５

【国からの財政支出について】

支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　４３．０％

（国からの財政支出額 11,946百万円，支出予算の総額 27,783百万円

　：平成１９年度予算）

【検証結果】

【累積欠損額について】

累積欠損額 0円（平成１８年度決算）

○医療職員（病院看護師）

対国家公務員　　９３．１

９２．０

９２．３

９３．０

【国からの財政支出について】

支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　４３．０％

（国からの財政支出額 11,946百万円，支出予算の総額 27,783百万円

　：平成１９年度予算）

【検証結果】

【累積欠損額について】

累積欠損額 0円（平成１８年度決算）

　給与水準の適切性の
　検証

講ずる措置
　国からの財政支出規模が大きいことから，給与水準については今後も
対国家公務員指数等を参考に適正化を図っていくものとする。

　指数は，対国家公務員及び地域・学歴勘案ともに大きく下回っているこ
とから，給与水準は適正なものと判断する。

項目 内容

指数の状況
参考

地域勘案

学歴勘案

地域・学歴勘案

内容

　給与水準の適切性の
　検証

講ずる措置
　国からの財政支出規模が大きいことから，給与水準については今後も
対国家公務員指数等を参考に適正化を図っていくものとする。

　指数は，対国家公務員及び地域・学歴勘案ともに大きく下回っているこ
とから，給与水準は適正なものと判断する。

○教育職員（大学教員）と国家公務員（平成１５年度の教育職俸給表（一））との給与水準
　 （年額）の比較指標　　９４．３

地域勘案

学歴勘案

地域・学歴勘案

参考
指数の状況

項目
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成19年度）

前年度
（平成18年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

人件費削減率（補正値）

（％）

9,903,846

△ 4.3

注：１．「人件費削減率（補正値）」とは，「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に
　　　よる人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり，平成
　　　18年，平成19年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%，0.7%である。
　　２．基準年度（平成17年度）の給与，報酬等支給総額は，法人移行時の人件費予算相当額を基
　　　礎に算出した平成17年度人件費予算相当額である。

（％）

△ 7.4

9,656,280

△ 4.3 △ 6.7

給与，報酬等支給総額

（千円）

人件費削減率

基準年度
（平成17年

度）

10,353,002

平成18
年度

平成19
年度

年度

注：１．「非常勤役職員等給与」においては，寄附金，受託研究費その他競争的資金等に
　　　より雇用される職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため，
　　　財務諸表附属明細書の「１７ 役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合
　　　計額と一致しない。
　　２．「退職手当支給額」欄は，国の常勤職員に相当する，法人の常勤職員に係る退職
　　　手当支給額を計上している。

１．給与，報酬等支給総額及び最広義人件費について
　（１）給与，報酬等支給総額の対前年度比減（△２．５％）の要因について
　　　①　常勤役員数の減（対前年度比：△２名）による。
　　　②　人員抑制に伴う支給人員減（対前年度比：△４１名）による。
　（２）最広義人件費の対前年度比減（△２．１％）の要因について
　　　　（１）のほか，役員の退職者の減（対前年度比：△３名）及び職員の退職者の減（対前年度
　　　比：△１８名）に伴う退職手当支給額の減少による。

２．「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第４７
　号）及び「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による人件費削減の取組の
　状況
　　中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策は，次のとおりである。
　（１）教職員定員の管理について，全学的な視点から最適な定員配置を決定する。
　（２）定員管理は，役員会での検討を経て，学長が決定する。
　（３）教員，職員等の定員区分に捕らわれず，必要に応じ定員を計画的・効果的に設定する。
　（４）総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成２１年度までに概ね４％の人件費の削減を図る。
　なお，人件費削減の取組の進捗状況は，下表のとおりである。

△ 247,566

（△ 1.1）

（△ 4.1）

713,240 （5.9）39,9621,123,260

給与，報酬等支給総額

最広義人件費
（1.9）13,598,035 13,888,907 △ 290,872

非常勤役職員等給与

中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

比較増△減

（52.1）

9,656,280 9,903,846 △ 408,930

区　　分

634,319400,304

（△ 2.5）

249,396

1,850,672 1,450,368

△ 15,9551,377,843 1,411,433 △ 33,590

（27.6）

（△ 2.1）

△ 410,020 （△ 36.5）
退職手当支給額

福利厚生費
（△ 2.4）
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Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし。
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